
メニューバーから「電子申請」を選択し、表示を
クリック

1.開発調整課のページにアクセスします。

「【電子申請】建築行為等に伴う事前協議】をクリック

2.LoGoフォームが開きます。

ゲストとして申請する場合
※メールアドレス認証が必要です。

アカウント登録して申請する場合
申請履歴の確認や登録内容を利用して、申請

フォームへ自動入力できます。

２ページへ進む

３ページへ進む

アカウント登録済の場合、
ここからログインしてください。

５ページへ進む

建築行為等に伴う事前協議（16条） 電子申請マニュアル 1



2

3.ゲストとして申請する場合

2.LoGoフォームで申請します。

メールアドレスを入力して送信します。

フォーム内のURLにアクセスして
申請に進んでください。

入力したメールアドレス宛にメールが届きます。

建築行為等に伴う事前協議（16条） 電子申請マニュアル

５ページへ進む



4.アカウント登録して申請する場合
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お持ちのGoogle、Yahoo!JAPAN、LINE の
アカウントをこの申請で利用される方は

こちらをクリック

メールアドレスで新規登録される方は
アドレスを入力して送信

メールアドレスで新規登録された場合、
入力したメールアドレス宛にメールが届きます。

フォーム内のURLにアクセスして
登録しください。



ログインIDをメールアドレ
ス以外に変更したい場合は、
チェックを入れて、ログイン
IDを変更してください。
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法人の場合は法人情報として、法人種別、会社名、
所在地、代表者名、担当者名等の記入欄がありま
す。

○○〇@○○〇.jp

○○〇@○○〇.jp

新規アカウント登録で入力したメールアドレスが自
動入力されています。
初期設定ではログインIDはメールアドレスです。

アカウントを作成します。
項目へ入力し、「確認」を押してください。
入力情報は電子申請時に、フォームに自動入力されます。

必須項目は必ず記入して
ください。

こちらにチェックがないと
最後の確認ボタンは押せま
せん。

記入を終えたら「確認」を押
してください。
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5. 入力フォームに入力し、申請を行います。

調査報告書は、申請者側と確認機関に送付します。
ここには、申請者側の調査報告書を受け取る方の
氏名を入力してください。

○○〇@○○〇.jp ○○〇@○○〇.jp

連名の場合は、「その他の建築主の有無」で「あ
り」を選択し、情報を入力してください。

復代理人がいるかの確認です。
復代理人有の場合は、情報を入力してください。
協議が必要な場合は復代理人に連絡します。

代理人、復代理人の事務所内で別に協議担当者がいるかの確認です。
協議担当者がいる場合は、情報を入力してください。
協議が必要な場合は、協議担当者に連絡します。

建築主本人
申請の場合は
ここまで

代理人が申請する場合は、
引き続き、代理人情報の入力をしてください。

建築主から委任を受けて申請しているかの確認です。
チェックが漏れている場合、建築主に確認のご連絡を
する場合があります。

入力し終えたら、次の画面に進んでください。
戻って修正することもできます。

メールアドレスはログイン情報が自動入力されています。
編集不可。このアドレスに調査報告書が送られます。
変更したい場合は、変更したいアドレスでログイン情報から
入力（ゲストの場合は登録及び認証）しなおしてください。

入力1



用途変更・大規模修繕・大規模模様の場合 下記へ進む

6建築行為等に伴う事前協議（16条） 電子申請マニュアル

入力2

いづれかにチェック入れてください。

新築、増築の場合 下記へ進む

計画変更の場合 ７ページへ進む

建築基準法による許可、建築基準法による認定の場合 7ページへ進む

新築、増築の場合

事前協議の種類をチェックすると下記フォームが現れます。
※市確認、計画通知の場合は、確認申請先に「枚方市建築主事」を選択してください。

入力し終えたら、次の画面に進んでください。

確認申請先を選択してください。

申請の種類を選択してください。

用途変更・大規模修繕・大規模模様の場合

事前協議の種類をチェックすると下記フォームが現れます。
※市確認、計画通知の場合は、確認申請先に「枚方市建築主事」を選択してください。

入力し終えたら、次の画面に進んでください。

確認申請先を選択してください。

文字入力をすると選択肢の候補が出てきます。

文字入力をすると選択肢の候補が出てきます。
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計画変更の場合

事前協議の種類をチェックすると下記フォームが現れます。
※市確認、計画通知の場合は、確認申請先に「枚方市建築主事」を選択してください。

確認申請先を選択してください。

入力し終えたら、次の画面に進んでください。

申請の種類を選択してください。

変更の内容を記入してください。
例） 敷地面積 変更前130.30㎡ 変更後130.00㎡

建築面積 変更前65.00㎡ 変更後64.20㎡
配置を南へ500m移動

前回の事前協議番号を記入してください。
例） 023枚-0000

建築基準法による許可、建築基準法による認定の場合

事前協議の種類をチェックすると下記フォームが現れます。
※市確認、計画通知の場合は、確認申請先に「枚方市建築主事」を選択してください。

許可・認可後に予定している申請先を選択してください。

入力し終えたら、次の画面に進んでください。

申請の種類を選択してください。

許可・認可の種類を選択してください。

文字入力をすると選択肢の候補が出てきます。

文字入力をすると選択肢の候補が出てきます。
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入力3

町丁目選択してください。

未定、不明な場合は未記入のまま

複数の町丁目に敷地がまたがり、上記以外に町丁目がある場合は、
「あり」を選択し、情報を入力してください。

複数用途がある場合は「あり」を選択し、情報を入力してください。
用途は最大4つ入力可能です。5つ以上用途がある場合は主要な
ものから4つ入力し、5つ以上は入力不要です。

平均地盤面高さの算定を行っている場合は、
平均地盤面からの高さを記入してください。

高さの入力は小数点以下第3位まで

※工作物の場合は入力項目が変わります。

地番が複数ある場合は、カンマ（,）で区切って全て
記載してください。例100-1,103-5,-6など

面積の入力は小数点以下第2位まで

文字入力をすると町丁目の候補が出てきます。
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2方以上に接道がある場合は、
「あり」を選択し、情報を入力してください。
4方までは記入してください。
5方以上接道がある場合は、それ以上の記入は不要です。

複数の用途地域にまたがる場合は、
「あり」を選択し、情報を入力してください。

該当するもの全てにチェックしてください。

該当するもの全てにチェックしてください。

「あり」の場合は、都市施設の情報や都市計画法第53条による許可の情
報など入力してください。
都市計画法第53条に係る申請がまだの方は申請をお願いします。
本協議と同時申請でも問題ありません。（担当：都市計画課）

「隣接」の場合は、隣接している都市施設の情報をチェックしてください。

地区計画区域内で、地区計画に係る申請がまだの方は申請をお願いします。
本協議と同時申請でも問題ありません。（担当：都市計画課）

建築協定区域内で、既に建築協定委員から承諾書を得ている場合、写しを
添付して下さい。

幅員の入力は小数点以下第2位まで

申請地確認のため、上記「きてみてひらかたMAP」から当該地
の「不動産マップ」のPDFデータを添付してください。

クリックすると「きてみてひらかたMAP」が開きます。
道路の情報を確認してください。

クリックすると「きてみてひらかたMAP」が開きます。
敷地の区域等を確認してください。
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都市機能誘導区域「内」の場合は、必然的に居住誘導区域
「内」となります。
都市機能誘導区域「外」の場合は、居住誘導区域の内外を
チェックしてください。

目安として直近5年以内に開発許可を受けている場合は、
開発許可区域「内」として、許可の情報を入力してください。

各設問とも判断が難しいとき、わからない場合は、
必ず「はい」に
チェックを入れてください。

許可を受けている場合は、
「あり」を選択し、情報を入力してください。

該当するもの全てにチェック入れてください。
詳細は府枚方土木事務所へ

入力し終えたら、次の画面に進んでください。

雨水放流先が公共下水、側溝、水路以外の「その他」の場合は、
どこに放流するのか具体的に記載してください。
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入力4

ファイル名は、町丁目+建築主名-01（ex：大垣内町一丁目開発太郎-01）など、
どの物件かわかるような名前にしてください。
クリップマークをクリックするとファイル選択画面になりますので、PDFファイ
ルを選択して、添付してください。

添付資料 明示事項 備考

1 付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
建築位置（境界線は、朱線書き）

原則、縮尺1/2500の白地図等
※住宅地図等個人情報の記載がある地
図は不可。

2 現況図 縮尺、方位、区域線（朱書き）、地盤面の高さ
縮尺1/250以上
※敷地の区画を変更した場合に添付

3
配置図
（土地利用
計画図）

縮尺、方位
境界線名、建築物の位置、境界線からの離隔距離
協議に係る建築物と既存建築物との別
敷地に接する道路の位置
道路形状（対側の側溝等記載）、幅員、種別
敷地から4m以内にある道路
残地がある場合は残地の面積
地盤面の高さ

縮尺1/250以上

4 敷地断面図
縦横断図、側溝形状図示、地盤面の高さ、境界線、境
界線名

5 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部の位置

6 立面図 最高の高さ、軒高、（平均）GL ２面以上

7 断面図 最高の高さ、軒高、（平均）GL
２面以上
※ロフト、小屋裏収納等がある場合は、
当該部分を含めた断面とする

8
平均地盤面
高さ算定図

※平均地盤面高さの算定をしている場
合に添付

9 排水計画図 排水（汚水、雨水）の経路
縮尺1/250以上
※散水栓、エコキュートなどは汚水排
水接続

10 給水計画図 給水の経路 縮尺1/250以上

3つともチェックが入るよう確認してください。

入力し終えたら、次の画面に進んでください。

下記に記載している図面を添付してください。
添付ファイルは10MBまでです。
一つのPDFファイルが10MBを超えたときは、ファイルを分けて添付してください。
ファイルが3つ以上になる場合は開発調整課までご相談ください。
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○○〇@○○〇.jp

入力確認画面に進みます。

内容確認し、間違いがなければ送信してください。

送信完了

事前協議番号になります。
問い合わせの際に必要となります。

登録いただいたメールアドレス宛に
事前協議番号が記載された送信完了メールが送られます。


